
別表「適用工事の取組に対する考査項目」 

 
「適用工事」実施要領 第６にいう具体的な評価方法については、次のとおりとする。 
 

１．成績評定への加点 
表 成績評定への加点 

 
 

※1 達成率 

 （達成率％）＝（現場閉所日数）／（対象期間※） 

※ 対象期間とは、「適用工事」実施要領 第４第３項による。 

ただし、年末年始 6 日間、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事

全体を一時中止している期間のほか、発注者からあらかじめ対象外としている内容に

該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は除く。 

 

２ 成績評定への減点 
成績評定、考査項目別運用表 考査項目 ７．法令遵守等 

法令遵守の該当項目一覧表  ８．その他 
理由欄に週休２日未達成のため 
と記載し、３点減ずる。 

 


